
議

案

第

四

十

九

号

杉

並

区

立

知

的

障

害

者

援

護

施

設

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

右

の

議

案

を

提

出

す

る

。

平

成

十

八

年

六

月

十

九

日

提

出

者

杉

並

区

長

山

田

宏

杉

並

区

立

知

的

障

害

者

援

護

施

設

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

杉

並

区

立

知

的

障

害

者

援

護

施

設

条

例

（

昭

和

六

十

二

年

杉

並

区

条

例

第

三

十

二

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

第

一

条

第

一

項

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

障

害

者

自

立

支

援

法

（

平

成

十

七

年

法

律

第

百

二

十

三

号

。

以

下

「

法

」

と

い

う

。

）

附

則

第

五

十

八

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

な

お

従

前

の

例

に

よ

り

運

営

を

す

る

こ

と

が

で

き

る

こ

と

と

さ

れ

た

知

的

障

害

者

援

護

施

設

（

以

下

「

援

護

施

設

」

と

い

う

。

）

を

設

置

す

る

。

第

一

条

第

二

項

中

「

、

法

」

を

「

、

法

附

則

第

五

十

二

条

の

規

定

に

よ

る

改

正

前

の

知

的

障

害

者

福

祉

法

（

昭

和

三

十

五

年

法

律

第

三

十

七

号

。

以

下

「

旧

法

」

と

い

う

。

）

」

に

、

「

及

び

法

」

を

「

及

び

旧

法

」

に

、

「

別

表

」

を

「

次

」

に

改

め

、

同

項

に

次

の

表

を

加

え

る

。



種

類

名

称

位

置

知

的

障

害

者

更

生

施

設

杉

並

区

立

す

ぎ

の

き

生

活

園

杉

並

区

井

草

三

丁

目

一

八

番

一

四

号

知

的

障

害

者

授

産

施

設

杉

並

区

立

あ

け

ぼ

の

作

業

所

杉

並

区

上

井

草

四

丁

目

三

番

一

一

号

第

一

条

の

次

に

次

の

一

条

を

加

え

る

。

（

休

業

日

及

び

利

用

時

間

）

第

一

条

の

二

援

護

施

設

の

休

業

日

及

び

利

用

時

間

は

、

規

則

で

定

め

る

。

第

二

条

第

一

号

イ

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

イ

法

第

二

十

二

条

第

五

項

に

規

定

す

る

障

害

福

祉

サ

ー

ビ

ス

受

給

者

証

で

規

則

で

定

め

る

も

の

の

交

付

を

受

け

て

い

る

者

第

四

条

第

一

項

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

援

護

施

設

を

利

用

す

る

者

は

、

法

附

則

第

二

十

一

条

第

二

項

に

規

定

す

る

指

定

旧

法

施

設

支

援

に

通

常

要

す

る

費

用

（

特

定

費

用

を

除

く

。

）

に

つ

き

、

厚

生

労

働

大

臣

が

定

め

る

基

準

に

よ

り

算

定

し

た

費

用

の

額

（

そ

の

額

が

現

に

当

該

指

定

旧

法

施

設

支

援

に

要

し

た

費

用

（

特

定

費

用

を

除

く

。

）

の

額

を

超

え

る

と

き

は

、

当

該

現

に

指

定

旧

法

施

設

支

援

に

要

し

た

費

用

の

額

）

を

納

め

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。



第

七

条

を

第

十

二

条

と

し

、

第

六

条

の

次

に

次

の

五

条

を

加

え

る

。

（

指

定

管

理

者

に

よ

る

管

理

）

第

七

条

区

長

は

、

杉

並

区

立

あ

け

ぼ

の

作

業

所

（

以

下

「

作

業

所

」

と

い

う

。

）

の

設

置

の

目

的

を

効

果

的

に

達

成

す

る

た

め

必

要

が

あ

る

と

認

め

る

と

き

は

、

社

会

福

祉

法

（

昭

和

二

十

六

年

法

律

第

四

十

五

号

）

第

二

十

二

条

に

規

定

す

る

社

会

福

祉

法

人

で

あ

つ

て

区

長

が

指

定

す

る

も

の

（

以

下

「

指

定

管

理

者

」

と

い

う

。

）

に

、

作

業

所

の

管

理

の

業

務

の

う

ち

次

に

掲

げ

る

も

の

（

以

下

「

管

理

の

業

務

」

と

い

う

。

）

を

行

わ

せ

る

こ

と

が

で

き

る

。

一

旧

法

第

五

条

第

四

項

に

規

定

す

る

知

的

障

害

者

授

産

施

設

支

援

に

関

す

る

業

務

。

た

だ

し

、

次

に

掲

げ

る

も

の

を

除

く

。

ア

作

業

所

の

利

用

の

承

諾

、

不

承

諾

、

承

諾

の

取

消

し

、

制

限

及

び

停

止

イ

作

業

所

の

使

用

料

等

の

徴

収

二

作

業

所

の

施

設

及

び

設

備

の

維

持

管

理

（

大

規

模

の

修

繕

を

除

く

。

）

に

関

す

る

業

務

三

前

二

号

に

掲

げ

る

も

の

の

ほ

か

、

区

長

が

必

要

と

認

め

る

業

務

（

指

定

管

理

者

の

指

定

）

第

八

条

区

長

は

、

作

業

所

の

指

定

管

理

者

を

指

定

し

よ

う

と

す

る

と

き

は

、

規

則

で

定

め

る

方

法

に

よ

る

も

の

と

す

る

。

２

指

定

管

理

者

と

し

て

の

指

定

を

受

け

よ

う

と

す

る

者

は

、

規

則

で

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

、

区

長

に

申

請

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。



３

区

長

は

、

前

項

の

規

定

に

よ

る

申

請

が

あ

つ

た

と

き

は

、

次

に

掲

げ

る

基

準

に

よ

り

最

も

適

切

な

管

理

を

行

う

こ

と

が

で

き

る

と

認

め

る

者

を

区

議

会

の

議

決

を

経

て

指

定

管

理

者

に

指

定

す

る

も

の

と

す

る

。

一

管

理

の

業

務

に

つ

い

て

相

当

の

知

識

を

有

し

、

か

つ

、

当

該

業

務

を

安

定

し

て

行

う

能

力

を

有

す

る

こ

と

。

二

関

係

法

令

及

び

条

例

の

規

定

を

遵

守

し

、

適

正

か

つ

効

率

的

な

管

理

運

営

が

で

き

る

こ

と

。

三

作

業

所

の

効

用

を

最

大

限

に

発

揮

す

る

と

と

も

に

、

知

的

障

害

者

の

福

祉

の

増

進

を

図

る

こ

と

が

で

き

る

こ

と

。

四

前

三

号

に

掲

げ

る

も

の

の

ほ

か

、

区

長

が

別

に

定

め

る

基

準

（

指

定

管

理

者

の

告

示

）

第

九

条

区

長

は

、

指

定

管

理

者

を

指

定

し

、

若

し

く

は

指

定

を

取

り

消

し

た

と

き

、

又

は

期

間

を

定

め

て

管

理

の

業

務

の

全

部

若

し

く

は

一

部

の

停

止

を

命

じ

た

と

き

は

、

遅

滞

な

く

そ

の

旨

を

告

示

す

る

も

の

と

す

る

。

（

事

業

報

告

書

の

作

成

及

び

提

出

）

第

十

条

指

定

管

理

者

は

、

毎

年

度

終

了

後

（

年

度

の

途

中

に

お

い

て

指

定

を

取

り

消

さ

れ

た

と

き

は

、

そ

の

取

り

消

さ

れ

た

日

以

後

）

、

規

則

で

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

、

管

理

の

業

務

に

関

し

事

業

報

告

書

を

作

成

し

、

区

長

に

提

出

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

（

協

定

の

締

結

）



第

十

一

条

区

長

は

、

次

に

掲

げ

る

事

項

に

つ

い

て

、

指

定

管

理

者

と

協

定

を

締

結

す

る

も

の

と

す

る

。

一

管

理

の

業

務

の

実

施

及

び

そ

の

報

告

に

関

す

る

事

項

二

個

人

情

報

の

取

扱

い

そ

の

他

の

作

業

所

の

管

理

の

基

準

に

関

す

る

事

項

三

前

二

号

に

掲

げ

る

も

の

の

ほ

か

、

作

業

所

の

管

理

に

関

し

必

要

な

事

項

別

表

を

削

る

。

附

則

１

こ

の

条

例

は

、

平

成

十

八

年

七

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

た

だ

し

、

第

一

条

、

第

二

条

及

び

第

四

条

の

改

正

規

定

並

び

に

別

表

を

削

る

改

正

規

定

は

、

同

年

十

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

２

平

成

十

八

年

七

月

一

日

か

ら

同

年

九

月

三

十

日

ま

で

の

間

は

、

こ

の

条

例

に

よ

る

改

正

後

の

杉

並

区

立

知

的

障

害

者

援

護

施

設

条

例

第

七

条

第

一

号

中

「

旧

法

」

と

あ

る

の

は

、

「

法

」

と

読

み

替

え

る

も

の

と

す

る

。

（

提

案

理

由

）

あ

け

ぼ

の

作

業

所

に

指

定

管

理

者

制

度

を

導

入

す

る

等

の

必

要

が

あ

る

。



- 1 -

杉

並

区

立

知

的

障

害

者

援

護

施

設

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

新

旧

対

照

表

（

抄

）

新

条

例

旧

条

例

（

設

置

）

（

設

置

）

第

一

条

障

害

者

自

立

支

援

法

（

平

成

十

七

年

法

律

第

一

条

知

的

障

害

者

福

祉

法

（

昭

和

三

十

五

年

法

第

百

二

十

三

号

。

以

下

「

法

」

と

い

う

。

）

附

則

律

第

三

十

七

号

。

以

下

「

法

」

と

い

う

。

）

第

十

第

五

十

八

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

な

お

従

前

の

九

条

第

二

項

の

規

定

に

基

づ

き

、

知

的

障

害

者

援

例

に

よ

り

運

営

を

す

る

こ

と

が

で

き

る

こ

と

と

さ

護

施

設

（

以

下

「

援

護

施

設

」

と

い

う

。

）

を

設

れ

た

知

的

障

害

者

援

護

施

設

（

以

下

「

援

護

施

置

す

る

。

設

」

と

い

う

。

）

を

設

置

す

る

。

２

援

護

施

設

の

種

類

は

、

法

附

則

第

五

十

二

条

の

２

援

護

施

設

の

種

類

は

、

法

規

定

に

よ

る

改

正

前

の

知

的

障

害

者

福

祉

法

（

昭

和

三

十

五

年

法

律

第

三

十

七

号

。

以

下

「

旧

法

」

と

い

う

。

）

第

二

十

一

条

の

六

に

規

定

す

る

知

的

第

二

十

一

条

の

六

に

規

定

す

る

知

的

障

害

者

更

生

施

設

及

び

旧

法

第

二

十

一

条

の

七

に

障

害

者

更

生

施

設

及

び

法

第

二

十

一

条

の

七

に

規

定

す

る

知

的

障

害

者

授

産

施

設

と

し

、

名

称

及

規

定

す

る

知

的

障

害

者

授

産

施

設

と

し

、

名

称

及

び

位

置

は

、

次

の

と

お

り

と

す

る

。

び

位

置

は

、

別

表

の

と

お

り

と

す

る

。

資 料



- 2 -

種

類

名

称

位

置

知

的

障

害

者

杉

並

区

立

す

ぎ

杉

並

区

井

草

三

更

生

施

設

の

き

生

活

園

丁

目

一

八

番

一

四

号

知

的

障

害

者

杉

並

区

立

あ

け

杉

並

区

上

井

草

授

産

施

設

ぼ

の

作

業

所

四

丁

目

三

番

一

一

号

（

休

業

日

及

び

利

用

時

間

）

第

一

条

の

二

援

護

施

設

の

休

業

日

及

び

利

用

時

間

は

、

規

則

で

定

め

る

。

（

利

用

す

る

こ

と

が

で

き

る

者

）

（

利

用

す

る

こ

と

が

で

き

る

者

）

第

二

条

援

護

施

設

を

利

用

す

る

こ

と

が

で

き

る

者

第

二

条

援

護

施

設

を

利

用

す

る

こ

と

が

で

き

る

者

は

、

次

に

掲

げ

る

者

と

す

る

。

は

、

次

に

掲

げ

る

者

と

す

る

。

一

杉

並

区

内

に

住

所

を

有

す

る

者

で

、

次

に

掲

一

杉

並

区

内

に

住

所

を

有

す

る

者

で

、

次

に

掲

げ

る

も

の

げ

る

も

の

ア

略

ア

略



- 3 -

資 料

イ

法

第

二

十

二

条

第

五

項

に

規

定

す

る

障

害

イ

法

第

十

五

条

の

十

二

第

五

項

に

規

定

す

る

福

祉

サ

ー

ビ

ス

受

給

者

証

で

規

則

で

定

め

る

施

設

受

給

者

証

（

知

的

障

害

者

更

生

施

設

に

も

の

の

交

付

を

受

け

て

い

る

者

あ

つ

て

は

知

的

障

害

者

更

生

施

設

（

通

所

に

よ

る

入

所

者

の

み

を

対

象

と

す

る

も

の

に

限

る

。

）

に

係

る

施

設

受

給

者

証

と

し

、

知

的

障

害

者

授

産

施

設

に

あ

つ

て

は

知

的

障

害

者

授

産

施

設

（

通

所

に

よ

る

入

所

者

の

み

を

対

象

と

す

る

も

の

に

限

る

。

）

に

係

る

施

設

受

給

者

証

と

す

る

。

）

の

交

付

を

受

け

て

い

る

者

二

略

二

略

（

使

用

料

等

）

（

使

用

料

等

）

第

四

条

援

護

施

設

を

利

用

す

る

者

は

、

法

附

則

第

第

四

条

援

護

施

設

を

利

用

す

る

者

は

、

法

第

十

五

二

十

一

条

第

二

項

に

規

定

す

る

指

定

旧

法

施

設

支

条

の

十

一

第

二

項

第

一

号

に

規

定

す

る

厚

生

労

働

援

に

通

常

要

す

る

費

用

（

特

定

費

用

を

除

く

。

）

大

臣

が

定

め

る

基

準

を

下

回

ら

な

い

範

囲

内

に

お

に

つ

き

、

厚

生

労

働

大

臣

が

定

め

る

基

準

に

よ

り

い

て

区

長

が

定

め

る

基

準

に

よ

り

算

定

し

た

額

算

定

し

た

費

用

の

額

（

そ

の

額

が

現

に

当

該

指

定

（

そ

の

額

が

現

に

当

該

利

用

に

係

る

指

定

施

設

支

旧

法

施

設

支

援

に

要

し

た

費

用

（

特

定

費

用

を

除

援

に

要

し

た

費

用

の

額

を

超

え

る

と

き

は

、

当

該
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く

。

）

の

額

を

超

え

る

と

き

は

、

当

該

現

に

指

定

現

に

指

定

施

設

支

援

に

要

し

た

費

用

の

額

）

を

納

旧

法

施

設

支

援

に

要

し

た

費

用

の

額

）

を

納

め

な

め

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

２

略

２

略

（

指

定

管

理

者

に

よ

る

管

理

）

第

七

条

区

長

は

、

杉

並

区

立

あ

け

ぼ

の

作

業

所

（

以

下

「

作

業

所

」

と

い

う

。

）

の

設

置

の

目

的

を

効

果

的

に

達

成

す

る

た

め

必

要

が

あ

る

と

認

め

る

と

き

は

、

社

会

福

祉

法

（

昭

和

二

十

六

年

法

律

第

四

十

五

号

）

第

二

十

二

条

に

規

定

す

る

社

会

福

祉

法

人

で

あ

つ

て

区

長

が

指

定

す

る

も

の

（

以

下

「

指

定

管

理

者

」

と

い

う

。

）

に

、

作

業

所

の

管

理

の

業

務

の

う

ち

次

に

掲

げ

る

も

の

（

以

下

「

管

理

の

業

務

」

と

い

う

。

）

を

行

わ

せ

る

こ

と

が

で

き

る

。

一

旧

法

第

五

条

第

四

項

に

規

定

す

る

知

的

障

害

者

授

産

施

設

支

援

に

関

す

る

業

務

。

た

だ

し

、

次

に

掲

げ

る

も

の

を

除

く

。
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資 料

ア

作

業

所

の

利

用

の

承

諾

、

不

承

諾

、

承

諾

の

取

消

し

、

制

限

及

び

停

止

イ

作

業

所

の

使

用

料

等

の

徴

収

二

作

業

所

の

施

設

及

び

設

備

の

維

持

管

理

（

大

規

模

の

修

繕

を

除

く

。

）

に

関

す

る

業

務

三

前

二

号

に

掲

げ

る

も

の

の

ほ

か

、

区

長

が

必

要

と

認

め

る

業

務

（

指

定

管

理

者

の

指

定

）

第

八

条

区

長

は

、

作

業

所

の

指

定

管

理

者

を

指

定

し

よ

う

と

す

る

と

き

は

、

規

則

で

定

め

る

方

法

に

よ

る

も

の

と

す

る

。

２

指

定

管

理

者

と

し

て

の

指

定

を

受

け

よ

う

と

す

る

者

は

、

規

則

で

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

、

区

長

に

申

請

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

３

区

長

は

、

前

項

の

規

定

に

よ

る

申

請

が

あ

つ

た

と

き

は

、

次

に

掲

げ

る

基

準

に

よ

り

最

も

適

切

な

管

理

を

行

う

こ

と

が

で

き

る

と

認

め

る

者

を

区

議

会

の

議

決

を

経

て

指

定

管

理

者

に

指

定

す

る

も

の



- 6 -

と

す

る

。

一

管

理

の

業

務

に

つ

い

て

相

当

の

知

識

を

有

し

、

か

つ

、

当

該

業

務

を

安

定

し

て

行

う

能

力

を

有

す

る

こ

と

。

二

関

係

法

令

及

び

条

例

の

規

定

を

遵

守

し

、

適

正

か

つ

効

率

的

な

管

理

運

営

が

で

き

る

こ

と

。

三

作

業

所

の

効

用

を

最

大

限

に

発

揮

す

る

と

と

も

に

、

知

的

障

害

者

の

福

祉

の

増

進

を

図

る

こ

と

が

で

き

る

こ

と

。

四

前

三

号

に

掲

げ

る

も

の

の

ほ

か

、

区

長

が

別

に

定

め

る

基

準

（

指

定

管

理

者

の

告

示

）

第

九

条

区

長

は

、

指

定

管

理

者

を

指

定

し

、

若

し

く

は

指

定

を

取

り

消

し

た

と

き

、

又

は

期

間

を

定

め

て

管

理

の

業

務

の

全

部

若

し

く

は

一

部

の

停

止

を

命

じ

た

と

き

は

、

遅

滞

な

く

そ

の

旨

を

告

示

す

る

も

の

と

す

る

。

（

事

業

報

告

書

の

作

成

及

び

提

出

）
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資 料

第

十

条

指

定

管

理

者

は

、

毎

年

度

終

了

後

（

年

度

の

途

中

に

お

い

て

指

定

を

取

り

消

さ

れ

た

と

き

は

、

そ

の

取

り

消

さ

れ

た

日

以

後

）

、

規

則

で

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

、

管

理

の

業

務

に

関

し

事

業

報

告

書

を

作

成

し

、

区

長

に

提

出

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

（

協

定

の

締

結

）

第

十

一

条

区

長

は

、

次

に

掲

げ

る

事

項

に

つ

い

て

、

指

定

管

理

者

と

協

定

を

締

結

す

る

も

の

と

す

る

。

一

管

理

の

業

務

の

実

施

及

び

そ

の

報

告

に

関

す

る

事

項

二

個

人

情

報

の

取

扱

い

そ

の

他

の

作

業

所

の

管

理

の

基

準

に

関

す

る

事

項

三

前

二

号

に

掲

げ

る

も

の

の

ほ

か

、

作

業

所

の

管

理

に

関

し

必

要

な

事

項

（

委

任

）

（

委

任

）

第

十

二

条

略

第

七

条

略
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